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町
全
体
で
犯
罪
被
害
者
を
支
え
る
た
め
に

　
犯
罪
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
で
す
し
、
犯
罪
の
な
い
安
全

で
安
心
な
社
会
は
み
ん
な
の
願
い

で
す
。
し
か
し
、
誰
し
も
が
あ
る

日
突
然
犯
罪
に
遭
い
、
巻
き
込
ま

れ
被
害
者
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
を
受
け
た

方
や
そ
の
家
族
又
は
遺
族
は
、
生

命
や
身
体
へ
の
危
害
と
い
っ
た
直

接
的
な
被
害
に
加
え
、
周
囲
の
者

に
よ
る
配
慮
の
な
い
言
動
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
誹
謗
中
傷
な
ど

の
「
二
次
被
害
」
や
加
害
者
か
ら

の
「
再
被
害
」
へ
の
恐
怖
や
不
安

に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。

　
浦
臼
町
で
は
、
犯
罪
被
害
者
等

が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
「
浦
臼
町
犯
罪
被

害
者
等
支
援
条
例
」
を
制
定
し
、

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し

ま
し
た
。

　
浦
臼
町
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者

等
が
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
犯
罪
被
害
者

等
の
支
援
を
行
う
関
係
機
関
等
と

連
携
を
図
り
、
必
要
な
情
報
の
提

供
、
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
浦
臼
町
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
の
基
本
理
念
に
も
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の

支
援
は
「
地
域
全
体
で
行
う
」
こ

と
が
必
要
で
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
や
町
内
の
事
業

所
の
皆
さ
ま
に
も
ご
理
解
い
た
だ

き
、
町
民
全
員
が
安
心
し
て
生
活

で
き
る
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

基
本
理
念

　
浦
臼
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例
で
は
、
次
の
よ
う
に
基
本
理
念

を
定
め
て
い
ま
す
。

１
．
全
て
の
犯
罪
被
害
者
等
は
、

　
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、

　
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇

　
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

２
．
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
は
、

　
被
害
の
状
況
及
び
原
因
、
二
次

　
被
害
の
状
況
等
の
犯
罪
被
害
者

　
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
そ
の

　
他
の
事
情
に
十
分
な
配
慮
を
し

　
て
、
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
．
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
は
、

　
犯
罪
被
害
者
等
が
被
害
を
受
け

　
た
と
き
か
ら
再
び
平
穏
な
生
活

　
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

　
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
必
要
な
支

　
援
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４
．犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
は
、町
、

PICK UP!PICK UP!PICK UP!

　
町
民
（
町
内
活
動
を
行
う
団
体

　
を
含
む
。）、
事
業
者
及
び
関
係

　
機
関
等
が
相
互
に
連
携
し
、
及

　
び
協
力
し
て
推
進
す
る
も
の
と

　
す
る
。

浦
臼
町
で
の
支
援

・
総
務
課
に
犯
罪
被
害
に
係
る
総

　
合
的
対
応
窓
口
を
設
置
し
、
各

　
種
支
援
に
係
る
情
報
提
供
や
関

　
係
機
関
へ
の
連
絡
調
整
を
行
い

　
ま
す
。

・
犯
罪
等
に
よ
り
従
前
の
住
居
に

　
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ

　
た
方
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た

　
め
、
町
営
住
宅
等
の
確
保
等
を

　
し
ま
す
。

・
犯
罪
行
為
に
よ
り
傷
害
を
受
け

　
た
方
や
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

　
ご
遺
族
に
見
舞
金
を
支
給
し
ま

　
す
。（
被
害
届
が
警
察
に
受
理

　
さ
れ
て
い
る
事
件
で
、
事
件
発

　
生
時
か
ら
申
請
時
ま
で
町
民
で

　
あ
る
こ
と
な
ど
の
要
件
が
あ
り

　
ま
す
。）

町
民
・
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

　
犯
罪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ

の
ご
家
族
な
ど
は
、
直
接
的
な
被

害
に
よ
り
傷
つ
け
ら
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
経
済
的
な
問
題
や
誹
謗

中
傷
な
ど
、
様
々
な
問
題
を
抱
え

る
こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
の
置
か

れ
た
状
況
に
理
解
を
深
め
、
地
域

全
体
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
に
も
ご
理
解
と

ご
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
も
、

犯
罪
被
害
者
な
ど
が
職
場
で
働
き

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
就
労
内
容
や

勤
務
体
系
な
ど
の
ご
配
慮
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
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タクシー等利用助成事業のご案内

　高齢の方や障がいをお持ちの方などが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、交通手段を確
保・支援することを目的として、「タクシー等利用助成券」を交付しています。
　対象となる方へは、ご案内文書と申請書を３月に郵送しております。
　交付を受けるためには、申請が必要となりますので、ご自宅へお送りした申請書を記載のうえ、必要書類
を添付して提出してください。

【交付対象者】
　①令和６年４月１日現在、満７０歳以上の町民の方
　②身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの町民の方
　③要介護又は要支援の認定を受けている町民の方
　上記①～③のいずれかに該当し、町税・使用料等の滞納がない方が交付対象となります。
【助成券額面及び有効期限】
　１枚３００円の助成券が２０枚つづりとなった助成券を２冊（１２，０００円分）を交付します。

　助成券の有効期限が２種類となっています！
　　・令和　６年１２月３１日までの助成券　２０枚つづり１冊
　　・令和　７年　３月３１日までの助成券　２０枚つづり１冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の計２冊を交付します
　　　　※ただし、令和７年１月～３月に交付決定された方については、令和７年３月３１日までの
　　　　　助成券２０枚のみの交付となりますのでご注意ください。

　詳細につきましては、申請書と共に同封されているチラシをご覧ください。

　※上記「交付対象者」に該当する方で、申請書等がご自宅に届いていない方、
　　ご不明な点などのお問合せは下記までご連絡ください。

　　お問い合わせ・申請書提出先　
　　総務課交通防災係　　電話：６８－２１１１

とどけよう倶楽部　ゆめや　営業開始のお知らせ

本年度の営業開始のお知らせです。
今年も新鮮野菜・生花・苗ものの直売を致しますのでご来店お待ちしています。
【営業日】
　①４月２７・２８・２９日
　　５月３・４・５・６日　営業時間：９：００～１６：００
　②５月１１・１２・１８・１９・２５・２６日
　　６月１日～　８：３０～１７：００
　※月曜定休日（祭日の場合火曜日休み）
最終営業日：１０月２０日

ゆめやでは現在１６名の女性会員で活動しています。
今年より男女問わず会員を募集しますので一緒に活動しませんか
興味のある方は最寄りのゆめや会員にお問い合わせいただくか下記に連絡ください。

会　長　笹木　淳子　　６７－３６２７
事務局　大平　由香里　０９０－７０５６－１７８２
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